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厚生労働科学研究費補助金（障害者総合政策研究事業） 
総括研究報告書 

 
医療現場における対面および遠隔での手話通訳を介した 
コミュニケーション時に生ずる意思疎通不全要因の研究 

 
研究代表者 芝垣亮介 椙山女学園大学教授 

 
研究要旨 
病院におけるろう者と医療従事者のコミュニケーションについて、厚生労働省

が近年推進してきた一連の事業により種々の実情が解明され、現場の視点から

の困難事例、および、現在の制度上の問題点が指摘されている。 
本研究は、こうした現状を踏まえ、医療現場における手話通訳者を通じた医療

従事者・患者間のコミュニケーションを中心に、それがどのような要因で意思

疎通不全を来たすかについて、言語学的・コミュニケーション論的な観点から、

特に医療従事者側の手話言語への認識のありように注目して解明することを試

みる。 

令和５年度の本研究では、令和４年度の研究により得られた知見にもとづき、

研究調査対象を広げ、ろう者と聴者の視覚認識状況についての調査を行った。

また、３カ年の研究の成果物となる意思疎通支援ツールの開発にも着手した。

令和４年度に得られた知見については論文として刊行する。 
 

研究分担者 
奥田太郎 
南山大学社会倫理研究所・教授 

 
Ａ．研究目的 
当該分野における先行研究の総括として、

平成 31 年に「専門分野における手話言語通

訳者の育成カリキュラムを検討するための

ニーズ調査研究事業」厚生労働科学研究成

果報告書において、手話通訳に関する現状

と課題が提示された。本研究は、それらの現

状を踏まえ、意思疎通不全の起こる具体的

原因の解明およびその解決方法を言語学

的・コミュニケーション論的観点から探求

することを目的とする。とりわけ手話の言

語性および医療の倫理性の観点から調査・

分析を進めることで、手話を通じたコミュ

ニケーションに関する医療従事者側の理解

を深化させるためにはどのようなことが必

要か、また、医療分野の専門性がどのような

仕方で手話通訳の障壁となっているのかに

ついて具体的に把握することを目指す。さ

らに、これらについて、対面の場合と ICTを

用いた遠隔サポートの場合とで比較し、医

療現場での遠隔サポートによる意思疎通の

可能性も探る。そして、最終的には、研究成

果を視覚化し、実務改善と情報発信のため

のツール（留意点をわかりやすく示したリ
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ーフレット・動画等）を開発する。 
 
Ｂ．研究方法 
令和４年度には医療従事者、ろう者、手話

通訳者とともに意思疎通不全の要因を探る

ためのロールプレイ実験を実施して、デー

タを収集・構築し、構築されたスクリプトを

分析し、基本的な要因の発見に努めた。ま

た、分析に必要な手話に関する多角的な知

見を得るため、当事者や有識者からの助言

を受けた。また、本研究では、日本語の習熟

度の低い外国人を患者役としてロールプレ

イ実験も行った。これは、先行研究におい

て、ろう者と医療従事者の間で発生する問

題として提起されているもののうち、単に

言葉が異なるから発生する問題と、ろう者

であることや言語が手話であることが原因

で発生する問題を区別するためである。	

こうして得られた知見を活かし、令和５

年度には、意思疎通支援ツールのあり方に

ついて本格的な検討を行った。とりわけ、動

画を用いた支援ツールの開発のために、ろ

う者の視覚認識状況と無音状態の聴者の視

覚認識状況の比較検討、および、ろう者の視

覚認識状況と有音状態の聴者の視覚認識状

況の比較検討を行った。これらの調査を通

し、単に動画に字幕が付けば、ろう者の状況

理解は促進されるのかという問題を探究し

た。	

 
（倫理面への配慮） 
本研究は、椙山女学園大学国際コミュニ

ケーション学部研究倫理審査委員会、およ

び南山大学研究審査委員会（承認番号：23-
010）の承認を受けている。 
 

Ｃ．研究結果 
調査の結果、ろう者と聴者の視覚認識状

況について興味深い事実が判明した。日本

語話者にとっての中国語が話されている環

境のような、動画内での状況理解が言語的

に全くできない環境において、字幕のサポ

ートがあったとしても、無音状態と有音状

態では聴者の視覚認識の精度に差があるこ

とがわかった。また、字幕のある動画内状況

に対するろう者の視覚認識は、聴者の有音

状態と同程度のものであることも判明した。 
 
Ｄ．考察 
上記の研究結果より得られた、ろう者と

聴者の視覚認識状況における新たな発見は、

無音状態における聴者の視覚認識は、ろう

者の視覚認識と同じではなく、むしろ劣っ

ている場合がある、ということである。この

ことを踏まえれば、手話通訳を利用するこ

とができない状況下での、文字情報を伴う

聴者とろう者のコミュニケーションにおい

て支援を行う際には、聴者の常識、論理、想

像による方策構築では不十分であると考え

られる。たとえば、人工内耳による意思疎通

支援は、根本的なところで聴者の視点によ

る方策構築となっているため、それのみで

十分だとは言えない、という弁えを方策推

進者はしっかりと持っておく必要があるだ

ろう。 
この点については、先行研究（「障害のあ

るがん患者のニーズに基づいた情報普及と

医療者向け研修プログラムの開発に関する

研究」代表者・八巻知香子、など）において、

ろう者の知見や体験に基づいた提案がなさ

れており、それらの知見をまとめたリーフ

レットも開発されている。ただし、先行研究
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において、ろう者特有の問題とされている

問題のうち、少なからぬものが、実際には聴

者も同様に直面している問題である、とい

うことにより自覚的になる必要がある。令

和 4 年度に行ったロールプレイ実験のスク

リプトの分析とともに、先行研究の分析を

行うことで、ろう者特有の問題とされてい

る問題群に潜む、聴者とろう者に共通する

問題があることがわかり、それにより、ろう

者特有の問題をより明確に捉えることがで

きる。このように、先行研究の成果を批判的

に踏まえ、医療現場におけるコミュニケー

ション不全の具体的改善策の実現に向けた

意思疎通支援ツールの開発を行う必要があ

る。 
 
Ｅ．結論 
手話通訳を介したコミュニケーション時

に生ずる意思疎通不全要因の解明を行う中

で見えてきたのは、手話通訳にアクセスす

るその手前にある意思疎通不全要因の解明

と解消の必要性であった。また、前者の探究

で得られる知見は、後者の探究においても

有益な示唆を与える。 
令和５年度の研究を通じて明らかになっ

たのは、手話通訳にアクセスするその手前

にあるコミュニケーション場面において意

思疎通支援を行うツールとしては、当事者

の知見を集約した啓蒙的なリーフレットだ

けでは不十分であり、ろうの患者が主体的

に使い、医療者との間で異なる言語間のコ

ミュニケーションをその都度つくりあげて

いくことを支援するツールが必要だ、とい

うことである。そうしたツールとしてふさ

わしいのは、患者が自身のスマートフォン

で使える WEB アプリであり、リーフレッ

トは、その補完機能を持たせることがふさ

わしい。こうした支援ツールを通じて、手話

通訳へのアクセスが困難な状況であっても、

診察前に直面する問題や、診察後に抱える

問題について解決の糸口を見出すことがで

き、それが結果として手話通訳導入の重要

性の認識向上につながる。 
なお、この意思疎通支援ツールとしての

WEB アプリとリーフレットの試作版はす

でに開発が進んでおり、令和 6 年度の研究

で、実際にそれを用いたロールプレイ実験

を通して、より実用性の高いものに改良す

る予定である。 
 
Ｆ．健康危険情報 
なし 
 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
芝垣亮介・奥田太郎, 2024, 「動画内状
況理解における音の役割に関する一考察

−ろう者と聴者の比較を軸に−」, 南山大
学『アカデミア』人文・自然科学編, 27
号, pp162-172. 
 
２．学会発表 
なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 
２．実用新案登録 
なし 
３．その他 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者総合政策研究事業） 
分担研究報告書 

 
医療現場における対面および遠隔での手話通訳を介した 
コミュニケーション時に生ずる意思疎通不全要因の研究 

（その倫理的側面についての知見） 
 

研究分担者 奥田太郎 南山大学教授 
 
 

研究要旨 
本研究は、総括研究の遂行過程で副次的に得られた知見をもとに、医療現場に

おいて、ろう者をはじめとする聴こえない（聴くのが難しい）患者と聴こえる

医師との間で意思疎通が成立する前提として、診療場面に入る以前に解決して

おくべき倫理的課題を哲学的アプローチで抽出する。調査の実践、関係者への

インタビューの内容に接することを通じて、（１）意思疎通支援ツール開発時

に考慮されるべき利用者の主体性の問題、および、（２）問題を捉える視点の

多様性と当事者性の問題が、考慮しなければならない課題として浮かび上がっ

た。（１）については、意思疎通支援ツールの使用時に患者と医師のそれぞれ

の主体性が適切な程度発揮されるようにツールをデザインすること、（２）に

ついては、非当事者の積極的な関与を含む多様なアクターとの共創による意思

疎通阻害要因の解明が、同化に陥らずにユニバーサルで包摂的な機能をもった

支援ツールの開発につながること、が結論として提示された。 
 

Ａ．研究目的 
本研究は、総括研究の遂行過程で副次的

に得られた知見に基づき、医療現場におけ

る手話通訳を介した意思疎通にまつわる倫

理的課題を発見し、整理することを目的と

する。そうした課題の把握により、医療現場

での手話通訳を介したコミュニケーション

時の意思疎通不全要因の改善策の実行を促

進する方策が見出されると見込まれる。 
 
Ｂ．研究方法 
総括課題での調査研究、医療関係者や手

話関係者へのインタビュー等を通じて得ら

れた洞察を複数の研究者で共有・議論した

上で、各種文献等から得られた知見と重ね

合わせることで、医療現場における意思疎

通支援ツール開発の前提として踏まえてお

くべき倫理的課題を抽出する哲学的アプロ

ーチをとった。 
 
（倫理面への配慮） 
本研究は、椙山女学園大学国際コミュニ

ケーション学部研究倫理審査委員会、およ

び南山大学研究審査委員会（承認番号：23-
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010）の承認を受けている。 
 
Ｃ．研究結果 
ろう者と聴者の間で動画内状況の視覚認

識がどう異なるのかに関する調査の実践、

医療者をはじめ、関連諸領域の人たちへの

インタビューの内容に接することを通じて、

診療状況における意思疎通支援ツールの開

発を進めるうえで踏まえておくことが確認

された。今回、確認されたのは、次の２点で

ある。 
 
１）意思疎通支援ツール開発時に考慮され

るべき利用者の主体性の問題 
医療現場における意思疎通において利用

される支援ツールには、ろう者が動画コン

テンツを見て医療用語等を確認する機能を

もたせることが想定されるが、その際に、利

用者である患者としてのろう者が主体的に

そのツールを使いこなせるようにツールが

設計されている必要がある。 
そのように設計されるツールとしては、

リーフレットのような紙媒体にとどまらず、

病院を訪れる患者自身が携帯しているスマ

ートフォンで利用することができる WEB
アプリが望ましい、ということが、関係者へ

の意見聴取と議論のなかで明らかになった。 
さらに、動画内状況理解に関するろう者

と聴者の比較調査の結果、無音状態におけ

る聴者の視覚認識は、ろう者の視覚認識と

同じではなく、むしろ劣っている場合があ

る、ということが判明した。また、ろう者の

生活において共有されている概念の「文法」

とその判定のための「規準」が聴者のものと

は異なっていることも窺われた。 
 

２）問題を捉える視点の多様性と当事者性

の問題 
ツール開発に際して、先行研究は、手話に

関わる当事者たちから得られた知見を中心

に啓発的な要素を強くもったものを設計す

る傾向にあるが、昨年度の実験や今年度の

調査、聴き取りなどに基づく分析の結果、先

行研究の知見には、医療現場でろう者のみ

ならず聴者も同じように直面している問題

と、ろう者固有の問題とが混在し、両者がろ

う者固有の問題として提示されていること

が少なからずあることがわかった。 
 
Ｄ．考察 
１）意思疎通支援ツール開発時に考慮され

るべき利用者の主体性の問題 
上記の研究結果からは、ろう者が主体的

に利用できる形で WEB アプリを設計する

ことが必要であるとわかる。WEB アプリに

含まれる動画コンテンツについても、ろう

者が患者として利用する際にアクセスが容

易な内容にしておくことが求められる。し

かし他方で、医療者が患者自身に最低限も

っていてほしいと考える医療リテラシー

（たとえば、血圧の数値の相場感など）があ

り、患者の主体性を重視しすぎることが、か

えって患者の利益を損なうことになる場合

も十分ありうる。したがって、医療現場での

コミュニケーションはまずもって患者のた

めに進められなければならないが、そのた

めに患者の主体性のみが杓子定規に重視さ

れることには問題がある。 
 

２）問題を捉える視点の多様性と当事者性

の問題 
上記の研究結果から、問題を捉える視点
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には、当事者性とともに、多様性が求められ

ることがわかる。この多様性は、多様な見方

があることの発見のためにではなく、ろう

者が患者として医療現場で医療者と円滑に

コミュニケーションできるようにする支援

ツールの開発のために、様々な文脈のなか

でアイディアを温めている者たちが知恵を

持ち寄るという意味での多様性である。そ

うした多様な視点からの支援ツール開発を

可能にする場としては、学会の場は必ずし

もふさわしいとは言えないため、様々な筋

の人々が集まって話しやすい座談の場を設

定する必要がある。 
 
Ｅ．結論 
医療現場における意思疎通不全を解消す

るための意思疎通支援ツールを開発・普及

するにあたり、（１）意思疎通支援ツール開

発時に考慮されるべき利用者の主体性の問

題と（２）問題を捉える視点の多様性と当事

者性の問題を考慮することが重要である。

上記考察から導かれる結論はそれぞれ以下

の通りである。 
（１）意思疎通支援ツール開発時に考慮

されるべき利用者の主体性の問題について

は、意思疎通支援ツールの使用時に患者と

医師のそれぞれの主体性が適切な程度発揮

されるようにツールを設計することが必要

である。 
（２）問題を捉える視点の多様性と当事

者性の問題については、非当事者の積極的

な関与を含む多様なアクターとの共創によ

る意思疎通阻害要因の解明が、同化に陥ら

ずにユニバーサルで包摂的な機能をもった

支援ツールの開発につながる。 
 

Ｆ．健康危険情報 
なし 

 
Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
芝垣亮介・奥田太郎, 2024, 「動画内状況理

解における音の役割に関する一考察−ろう

者と聴者の比較を軸に−」, 南山大学『アカ

デミア』人文・自然科学編, 27 号, pp162-
172. 
 
２．学会発表 
なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 
２．実用新案登録 
なし 
３．その他 
なし 
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別添６ 
令和６年５月１５日 

厚生労働大臣                                         
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                       
                              機関名 椙山女学園大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 黒田 由彦       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 障害者政策総合研究事業                                  

２．研究課題名 医療現場における対面および遠隔での手話通訳を介したコミュケーション時に生ずる意思

疎通不全要因の研究                                      

３．研究者名  （所属部署・職名） 外国語学部学部・教授                 

    （氏名・フリガナ） 芝垣亮介・シバガキリョウスケ                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 椙山女学園大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和６年 ５月 １５日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 南山大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 ロバート・キサラ        
 

   次の職員の（令和）４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名 障害者政策総合研究事業                                         

２．研究課題名 医療現場における対面および遠隔での手話通訳を介したコミュニケーション時に生ずる意

思疎通不全要因の研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）社会倫理研究所 教授                                 

    （氏名・フリガナ）奥田 太郎（オクダ タロウ）                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 南山大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


